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現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について、対象患者を慢性心不全患者に拡大し、医療機関と薬
局が連携して慢性心不全患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価体系を見直し、当該加算を調剤後薬剤
管理指導料として新設する。

（新）調剤後薬剤管理指導料
2 慢性心不全患者に対して行った場合 60点（月に１回）

慢性心不全患者の調剤後フォローアップの評価の新設

［対象保険薬局］
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局

［対象患者］

心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者

［算定要件］
①医師の指示等及び患者等の求めに応じて、
②調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導
③その結果等を保険医療機関に文書により情報提供
を行った場合に算定する。

③フィードバック

①医師の指示
退院時に依頼 等

医療機関
薬局

①患者・家族からの求め
（医師の了解）

②医療機関と連携した
フォローアップ
（電話、訪問等） 自宅

［参考］関連するガイドライン※に記載されている治療薬
・アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤（ARB)/アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤
・β1受容体遮断薬
・ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬（MRA)
・ナトリウム・ブドウ糖共輸送担体2（SGLT2）阻害薬
・アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI） 等

※出典：「急性期・慢性心不全ガイドライン」（2021年 日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン フォーカスアップデート版）

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－７ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－⑦



「心不全フォローアップシート」にて療養指導を
継続し、調剤後のフォローアップに係る情報を医
療機関へ情報提供 調剤後薬剤管理指導料２

「心不全フォローアップシート」及び「薬剤管
理サマリー」を薬局へ発行し、入院中等の服薬
に係る情報を提供 退院時薬剤情報連携加算
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医療機関 薬局

■心不全における医療機関と薬局の連携体制の例

※「心不全フォローアップシート」は滋賀県における事例をもとに作成

○ 退院時の医療機関からの情報に基づき、薬局は退院後に継続した患者フォローアップを実施
することで、症状の悪化・再入院の回避等につなげることが期待できる。

《以下のチェック項目を確認》

１．薬の飲み忘れの有無

２．塩分過剰摂取の有無

３．過労の有無

４．禁煙の実施

５．節酒の実施

６．体重測定の有無

７．浮腫の確認

８．労作時の息切れの確認

９．BNPの推移

１０．心不全増悪時の受診目安の理解

■「心不全フォローアップシート」

✓来局時に心不全フォローアップシート

を用いて、退院後のセルフケアの状況を

確認。

✓セルフケアが十分できていない場合は、

薬剤師が、セルフケアの必要性を説明。

■薬局での「心不全フォローアップシート」活用事例

再入院の回避

病院薬剤師医師 ・薬剤管理サマリー
・フォローアップの依頼

情報提供

薬局薬剤師

慢性心不全患者に対する連携の取組イメージ




